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は じ め に

昭和36年 の国民健康保険法の改正によって,国 民皆保険が実現 した。その後

も,社 会保障制度を整備 ・拡充するために,お もに国庫負担の引 き上げによっ

て保険給付の拡大や自己負担の軽減が行われた。それによってすべての国民が

比較的安い自己負担で,い つでも,ど こででも平等に受診することができ,医

療の恩恵を受けられるようになったのである。

しかし,1980年 代 に入り,医 療政策は総 じて医療費抑制政策に転換 した。昭

和57(1982)年 に老人保健制度が創設 され,高 齢者医療において自己負担が導

入された。昭和59年 には,被 用者保険において被保険者本人に自己負担が導入

された。 また,1980年 代以降,診 療報酬の引 き上げ抑制 と薬価基準の引 き下げ

が定期的に行われ,高 齢者医療 における自己負担の引き上げや医療費の定額払

い制の導入 ・拡大 も行われた。

1990年 代に入ると,そ れまでの 「部分的」改革に対して,医 療保険制度 と医

療提供体制の両面にわたる 「抜本的」改革の必要性が指摘され,改 革内容が検

討 された。厚生省は平成9年8月 に,① 新 しい診療報酬体系の構築,② 薬価基

準制度の改革,③ 医療提供体制の改革,④ 新 しい医療保険制度 ・高齢者医療制

度の創設を柱 とす る 「21世紀の医療保険制度改革(厚 生省案)一 医療保険及び

医療提供体制の抜本的改革の方向 一」 をまとめた。続いて,与 党医療保険制

度改革協議会は 「21世紀の国民医療 一 良質な医療 と皆保険制度確保への指針

一」 をまとめた。与党協案は厚生省案を受けてまとめられてお り,厚 生省案 と

大差ない ものであった。 また,日 本医師会や日本経営者団体連盟,日 本労働組

合総連合会なども,独 自の改革案 をほぼ同じ時期 に発表 した。

そして,医 療保険制度の抜本的改革の第一歩 として,平 成9年9月 に健康保

険法等の改正が施行され,① 被用者保険における被用者本人の自己負担の引 き

上げ,② 高齢者医療における自己負担の引 き上げ,③ 外来薬剤における新たな

自己負担の導入,④ 政府管掌健康保険の保険料率の引 き上げ,が 行われた。こ

うした改革内容は大幅な負担増を国民に求めるものであった。
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医療保険制度の抜本的改革は平成12年 度に介護保険 と同時に実施する予定で

あった。 しか し,同 年度に実施された改革内容 は高齢者医療 における定率負担

の導入 を中心 とする 「改革なき負担増」に終 り,抜 本的改革は平成14年 度に先

送 りされたのである。

厚生労働省は,当 面する保険財政の破局を防止するとともに,中 長期的に持

続可能な制度を確立するために,平 成14年 度の医療制度改革案を平成13年9月

下旬にまとめた。医療保険制度の改革は給付率の一元化(被 用者保険における

自己負担の引 き上げ)や 保険料の見直し(総 報酬制の導入 と政府管掌健康保険

の保険料率の引 き上げ)な ど,高 齢者医療制度の改革は対象年齢の段階的引 き

上げや自己負担の引き上げであ り,医 療費の負担 を国民にいっそ う求めるもの

となっている。

わが国は急速な少子高齢社会を迎え,年 々増加する老人医療費は医療保険財

政に大 きな影響を及ぼ し,今後ますます医療保険財政の悪化が懸念 されている。

「医療保険制度(医 療保険財政)」を安定化 させ,国 民の期待する 「良質な医療」

を確保するために,医 療保険制度 と医療提供体制の両面にわたる抜本的改革は

実施されなければならない重要な国民的課題である。

本稿では,医 療保険制度 と医療提供体制のうち,医 療提供体制を取 り上げる。

著者(近 藤)は 約40年 間,自 治体病院に医療技術職員(臨 床検査技師)と して

勤務 し,定 年退職後 も今 日まで同一職種に従事 してきた。本稿は,著 者の医療

現場における経験をふまえて現在の医療提供体制の問題点を指摘 し,改 革案を

提示することを目的とする。

第1章 医療提供体制の現状と課題

医療(医 療提供体制)の 現状(問 題点)と して,「3時 間待ち3分 問診療」,「社

会的入院」,「不十分 なインフォーム ド・コンセン ト(医 師の説明と患者の同

意)」,「医療過誤の多発」,「過剰診療」,「診療報酬の不正請求」 などが指摘 さ

れている。
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先進国のなかで,わ が国の 「平均寿命の長 さ」,「乳幼児死亡率の低 さ」,「医

療へのアクセスの良さ」は高 く評価 されているが,「 医療の質」は比較的低 い

といわれている。 とくに,近 年多発 している医療過誤(医 療事故)に よって,

医療に対する国民の信頼は揺 らいでいる。

医療制度改革案のなかで取 り上げられている 「医療の質の向上」を図るさい

の基底 となるのは 「医師の意識改革」である。近年,「 医師のモラル」の低下

が目立つ ようになっている。 したがって,良 質な医療 を提供する体制を確立す

るさいにもっとも重要なことは,医 療従事者のなかで中心的役割を果たしてい

る医師の倫理 を早急に確立することである。つまり,医 師一人一人が 「医(医

師)の 倫理」 に立脚 し,医 師 と患者の信頼関係を構築 し,患 者本位の医療サー

ビスを提供することである。 また,医 科大学や 日本医師会,厚 生労働省 もこう

した課題に積極的に取 り組んでいかなければならない1)。

これか らの医療に必要なことは,① 医療情報の提供,② 医師 ・医療機関の評

価,③ 患者の医師 ・医療機関の選択,④ 医師 ・医療機関の競争であ り,こ れら

を通 じた⑤良質な医療の提供である2)。 これまでの医療では,患 者は治療方針

1)日 本 医 師会 の 「会員 の 倫理 向 上 に関 す る検 討委 員 会」 は,『 医 の倫 理 綱領 ・医 の

倫 理綱 領注 釈』 を平 成12年2月 に作 成 した。 課題 は,本 文 で指摘 した よ うに,そ

れ を医療 現場 で 早急 に確 立す るこ とであ る。

また川渕 孝一 教授 は,わ が 国 の医学 教 育 と若 い 医師 につ いて次 の ように述べ ら

れて い る。 『若 い医 師 の人事 権 を一手 に握 って い る 「医 科大 学 改革 」 を 同時平 行

で進 め る必要 が あ る。 「一 県一 医科 大 学」 の 余波 を受 けて急 増 した47歳 未 満 の医

師の ほ とん どは大学 病 院か その 関連病 院 に勤務 して いるか らで あ る。 問 題 はこ う

した医 師が どんな教 育 を うけて い るかで あ る。 一般 に,医 学 部 は偏差 値 の高 い学

生 が入 学す る と言 われ るが,ど の大学 も臓 器 別の 講座制 を敷 い てい るた め,6年

間の教 育 を受 けて,医 師免 許 を得 た段 階 に なる と,社 会性 が欠如 した人格 が で き

上 が って い るこ とが 多 い。 そ して,医 師 の多 くは国家試 験 に受 か る と自動 的 に保

険 医登 録す るが 「療 養担 当規 則」とい う言葉 す ら知 らず に保 健 医療 を行 っ てい る。

つ ま り,末 期医療 のあ り方や イ ンフ ォー ム ドコンセ ン トの仕 方 を知 らない半 人前

の医師 が,一 人 前 の医 師 と同一 の診療 報酬 ・同 じ点数 で保 険請求 を して い るので

あ る。』 川渕 孝 一 『医療保 険 改革 と 日本 の選択』 薬事 日報社,平 成10年,224ペ ー

ジ。

2)広 井良 典教授 は,「途 上 国型医療 構 造か ら成熟 型 医療構 造へ 」の 転換 を図る には,

その イ ンセ ンテ ィブ を伴 う具 体 的な 「制 度」 の改 革 を行 っ てい くこ とが重 要 であ

り,そ のため の キー コ ンセプ トとな る要 素 として,「医療 の 質」,「選択」,「情報(開
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や治療内容を医師に任せ,医 師 もそれらを患者に明示 していなかった。これか

らの医療においては,医 師は診療情報や医師 ・医療機関の医療情報を患者にで

きるかぎり提供 し,患 者はこうした情報に基づいて質の高い医師 ・医療機関を

選択できるようにしなければならない。

厚生省案 と与党協案では,医 療提供体制の改革 として,① 医療機関の機能分

担,② 入院医療の適正化,③ 医療従事者の資質の向上,④ 診療情報の積極的提

供,な どがあげられている。それに対 して,筆 者は本稿で,① 医療従事者の資

質の向上,② 診療情報の積極的提供,③ 医療過誤の防止,④ 診療報酬の不正請

求の防止,を 取 り上げたい。以下で,こ れ らの現状(問 題点)を 指摘 し,改 革

案を提示する。

第2章 医療従事者の資質の向上

(1)医 療の量から質への転換

わが国の医療における大 きな問題は 「医療の質」である。国民皆保険が実現

し,す べての国民が医療を平等に受けられるようになって以後 も,わ が国の医

療政策は 「質」よ りも 「量」を重視 して きた。「3時 間待ち3分 問診療」 とい

う言葉に端的に示 されるように,医 師は患者一人一人を十分に診断し治療する

時間的余裕がなかった。

しか し,こ のようなわが国の医療の状況は変わ りつつある。このことは,医

療に対す る国民の関心が高 まり,国 民が医療の 「質」を選択する新 しい時代に

入ってきたことを意味 している。それは,筆 者が実施 したアンケー ト調査にお

ける 「医療の質」についての質問に対 して,約75%が 「医療費が高 くなって も

「量」から 「質」への医療政策の転換が必要である」 と回答していることにも

示されている3)。患者を中心 とした医療,「 質」を重視す る医療 を期待す ると

示)」,「 競 争」 をあ げ られて い る。 広井 良典 『医療 保 険改 革 の構 想』 日本経 済新

聞社,平 成9年,33ペ ー ジ,39～41ペ ー ジ。

3)ア ンケ ー ト調 査 の内容 と回答 につ いて は別稿 で取 り上 げる。
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いう医療に対する意識の変化が国民に生 じているのである。

医療従事者には,医 師 ・歯科医師,看 護婦 ・士,薬 剤師,放 射線技師,臨 床

検査技師などがいる。そのなかで,医 療サービスを提供する役割をお もに担っ

ているのは 「医師 ・歯科医師」 と 「看護婦 ・士」であ り,と くに 「医師 ・歯科

医師」が中心的役割を果た している。

そこで,医 療の質を高め,質 の高い医療 を安定的に提供するためには,医 師 ・

歯科医師を中心 とする医療従事者の資質の向上を図ることが重要である。医

師 ・歯科医師をはじめすべての医療従事者は資質の向上に努めなければならな

い。また,医 療従事者の資質の向上を図るための制度改革を行わなければなら

ない。本稿では,医 療従事者の資質の向上 を図るための制度改革として,① 現

行の医師の臨床研修制度の廃止 ・インターン制度の復活,② 医療従事者の免許

更新制度の新設,③ 正看護婦に対する教育年限の引 き上げ,④ 准看護婦制度の

廃止,を 提言す る。

(2)医 師のインターン制度の復活

わが国のインターン制度(実 地修練制度)は,欧 米諸国を模範にし,水 準の

高い医師を養成す るという観点か ら戦後の昭和21年 に新設された。しか し,学

生でも医師でもないイ ンター ンの行 う医療行為の法的位置づけの問題やイン

ターンの経済的問題,実 地修練病院の指導体制の不備などの理由によって昭和

43年 に廃止 された4)。現在の臨床研修制度は,同 年にインターン制度に代わっ

て導入 されたものである。

インター ン制度では,医 学部卒業後,診 療 と公衆衛生に関する実地修練(臨

床実習)を1年 以上行うことが義務づけられ,医 師国家試験の受験資格の要件

とされた。そ してインターン終了後,医 師国家試験に合格 して初めて正規の医

師 として医療行為 を行うことがで きた。つま り,イ ンターン期間中は医師免許

4)医 道審議会医師分科会医師臨床研修検討部会(第1回)資 料 「臨床研修の概要に
ついて」厚生労働省ホームページ ・審議会議事録。
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を有 しないために,患 者を診療することはできなかったのである。

それに対 して,現 在の臨床研修制度では,医 学部卒業後す ぐに医師国家試験

を受験でき,そ れに合格すると医師免許を与えられる。そして,免 許取得後2

年以上,大 学付属病院または厚生労働大臣の指定する病院で臨床研修する。 し

か し,そ れは 「努力規定」であ り,「義務規定」ではない。ただ現在では,医

師の大部分は免許取得後 に臨床研修を受 けている5)。 しか し,臨 床研修中で も

(または臨床研修 を受けな くても),医 師免許を有する正規の医師として患者

を診療す ることができるのである。

患者には外見上,医 師が臨床研修中(研 修医)で あるかどうかわからない。

そこで,当 面解決 しなければならない課題は,① 研修する医療機関の掲示板な

どに 「研修医」の氏名を公表すること,② 白衣に付 けるネーム ・プレー トに 「研

修医」 と表示することなどによって,医 師が臨床研修中(研 修医)で あるか ど

うかを患者が識別できるようにすることである。

良質な医療を効率的に提供する体制を確立するために,医 療法等の一部が平

成12年11月 に改正 された(第4次 医療法改正)。 そのなかで,医 療従事者の資

質の向上 を図るために,医 師は免許取得後2年 以上,一 定の研修体制を有する

大学付属病院または臨床研修病院で臨床研修を行 うことが必修化された。つま

り,現 行の臨床研修の 「努力規定」が 「義務規定」に改正 された。

しかし,臨 床研修制度の改革には問題点 もある。第1に,臨 床研修中で も研

修医は医療行為の内容 ・種類 を制限されないことである。つまり,臨 床研修中

で も正規の医師として患者 を診察することができる点は現行制度 と変わらない

ことである。第2に,医 師に対する臨床研修の必修化は平成16年4月 から実施

されることである。つまり,臨 床研修の必修化が法改正から4年 も後に施行 さ

れることである。第3に,臨 床研修の必修化は,そ れが実施された後に免許を

取得 した医師に適用されることである。つ まり,臨 床研修の必修化が実施され

5)平 成11年度における研修実施率(研修実施者数÷研修対象者数)は87.0%で ある。

医道審議会医師分科会医師臨床研修検討部会(第1回)資 料 「臨床研修の概要に
ついて」厚生労働省ホームページ ・審議会議事録。
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る以前に免許を取得 した医師には適用 されないことである6)。こうした改革内

容では,現 在生 じている研修医による医療過誤を早急に防止することはで きな

いであろう。

研修医は,正 規の医師としてのプライ ドはもちなが ら,経 験が不十分なまま

医療行為を行っている。研修医による 「医療過誤」の事例 については別稿で叙

述するが,そ れが生 じるのはむ しろ当然であろう。尊い生命 を扱う医師には,

豊富な経験 と技術が必要である。

したがって,医 学部卒業後す ぐに医師免許を取得 して医療行為を行 うことが

で きる現行の 「臨床研修制度」を廃止し,医 学部卒業後に臨床研修を受け,そ

の後に医師免許を取得 して初めて医療行為を行 うことができる 「インター ン制

度」に戻すべ きである。それによって,研 修医による医療過誤はかな り防止で

きるのではないかと思われる。

なお,上 記のように戦後のインターン制度にはい くつかの間題があった。 し

たがってインターン制度に戻 した ときに,ふ たたびこうした問題が生 じないよ

うに,イ ンターン生に対する経済的保障や受入医療機関の人的 ・物的整備(と

くにインターン生に対する医師の指導体制の確立)に よって,イ ンターン生が

臨床研修に十分専念できる環境 を整備する必要がある7)。

6)歯 科 医 師の場 合 は1年 以上 の 臨床研 修 が必修 化 され,平 成18年4月 か ら実施 され

る こ とにな った。

7)社 団 法人 全国 自治 体病 院協 議 会会長 は,当 協 議 会総 会 におい て,先 に本 文 で述べ

た医 師 の臨床研 修 制 度の必 須化 につ い て次 の よ うに表明 され てい る。

「現在 ,研 修指 定病 院 は全 国 に400病 院 あ り,自 治体病 院 はそ の うちの152病 院

34.5%を 占め て いる。 た だ,全 体か らみ る と卒業 生 の80%が 出身大 学 で研 修 し,

ほ とん どがス トレー ト方式 で行 わ れて い る。 安 い給料 で,研 修 どころ か労働 力 と

して 働か され,救 急外 来 で指導 医 な しの 当直 を続 けて過労 死 した事 例 や,大 学 で

の医療 ミスが研 修 医 に多 い とい う報 道が されて い るが,こ れ も十分 に うなず け る

もの で ある。彼 らが こ う した悪 条件 の下 で もそ れ に耐 えてい るの は,そ の背 後 に

明治 以来 の医 局講 座制 度が あ って,大 学 の 医局 に入 れば その 後の 人生が 保 障 され

る,地 方病 院勤 務 医 の人事 権が すべ て教授 に託 され てい るか らで ある。 医局 員 は

もっぱ ら細 分化 した専 門医 の道 を歩 むが,今 や大 学 は研 究 者 を育 てる場 と して は

よい と して も,地 域 医療 や 全 人的 医療 を教 え る場 で は な くなって い る。 卒後,大

多数 の医 師 は将 来 地域 での 医療 を担 うので,そ れ に適 した人材 を育 て るの は地域
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(3)医 療従事者の免許更新制度の新設

アメリカでは,医 師の大学卒業後の持続医学教育が確立 され,医 師は国家試

験 に合格 して も3年 ごとに医師更新を更新 しなければならないことになってい

る。かつて医学生時代に勉強 した以上 に勉強 しなければ,免 許の更新はできな

いo

たとえば,大 都会にいる医師に対 しては,大 学病院やアメリカ医師会が承認

した総合病院での研修が行われる。それは各専門科目の臨床例を学ぶだけでな

く,薬 剤,放 射線治療,臨 床病理,生 命倫理に至るまで,び っしりと最新の医

学を学び直さなければならない。僻地にいる医師に対 しては,大 学の客員教授

がわざわざ僻地に出向き,各 専門科 目をはじめとした大都市 と同 じようなカリ

キュラムの研修が行われる。また,医 学教育テレビによるカンフェランスが放

送大学のスクーリングのように行われ,レ ポー トの提出をはじめ とした数々の

試験が待っている。さらに,医 師専門のテレビチャンネル(タ イ トルはライフ)

では,週1回,専 門医によるテレビ討論などが積極的に行われている。

その他,全 国全州にわたって専門科 目の学会が開催されるので当然それにも

出席 しなければならず,討 論会も頻繁 に行われる。さらに,通 信教育講座や通

信医学テス トが準備 されている。 もちろん医学雑誌やメディカル ・ニュース も

送 られてくる。

の病院でなければできない。地域の自治体病院にその責務があると考える。そう

すれば,病 院は大学への依存体質から脱却でき,自 治体病院にとって必要な人材

を確保することになり,へ き地医療に生き甲斐をもつ医師も育つこととなる。日

本の医療改革は,こ こから始まると言っても過言ではないと考えている。新 しい

研修制度の発足にあたってまず大切なことは,第1は 研修生を出身大学に関係な

く全国規模で各地の指定病院に配置すること,第2は 完全ローテート方式にして
2年 間のうちある期間は救急医療はもちろん,へ き地医療,介 護も体験させて地

域医療を行う医師として最低限度必要な医学知識と技術の標準化とそれに対する

客観的評価を行うこと,第3は 研修医の待遇について,医 療費から出していたこ

れまでのやり方を全廃 して研修医並びに指導医の給料を診療報酬とは別途に国か

ら直接支給すべきである。この3点 が厳守されなければ,か つて我々が経験し廃

止に追い込まれたインターン制とまったく同じことになりかねない。」「21世紀型

自治体病院の構築」社団法人全国自治体病院協議会ホームページ ・会長所信表明。
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アメリカでは,ア メリカ医師会が中心になってアメリカ全土にいる医師に対

して最先端の医学を学ぶチ ャンスを与えているために,こ うしたチャンスを生

か したいと思っている医師が圧倒的に多 く,開 業医の医学水準は非常に高 くな

っている8)。

わが国でも,医 師 ・歯科医師,看 護婦,薬 剤師,放 射線技師,臨 床検査技師

など,医 療行為に関わるすべての免許資格者,と くに患者の生命 を直接的に扱

う医師に対 して,一 定期間ごとに免許の更新を行い,そ のさいに更新講習 を実

施して,新 しい医学知識や医療技術の修得 を義務づける 「免許更新制度」 を導

入すべ きである。それは,日 進月歩発展する医学知識や医療技術 に追随 し,良

質な医療を提供するためにも必要である。

(4)正 看護婦の教育年限の引き上げ

「医療過誤」の多 くは看養婦 ・士によるものであり,加 重な看護業務による

不注意や不十分 な看護教育が原因で発生す る事例が比較的多い ように思われ

る。現行の看護婦養成教育 と看護婦制度を改革 し,看 護婦による医療過誤 を防

止す る必要がある。

厚生省はこれまで,看 護婦不足 を解消するたあに,た んに看護婦の数合わせ

に重点を置いた医療政策を実施 してきた。 これか らの新 しい医療政策は,看 護

婦の 「数」 よりも 「質」 に重点 を置かなければならない。

現在,「 保健婦助産婦看護婦法(保 助看法)」 によって,看 護婦国家試験の受

験資格を取得するための看護教育課程 として 「3年課程」 と 「2年 課程」が設

置 されている(図1を 参照)。 「3年課程」では,高 校(普 通科 ・商業科等,衛

生看護科以外の高校)卒 業後,看 護婦養成所 または看護短期大学 または看護大

学(看 護大学は4年)を 卒業 し,看 護婦国家試験を受験 して看護婦免許(厚 生

労働大臣)を 取得す る(図2を 参照)。

「2年課程」は,准 看護婦の資格を有 している場合の看護教育課程である。

8)中 野 次郎 『誤 診列 島』 集英 社,平 成13年,98～99ペ ー ジ。
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〔出典〕佐 々木栄 子 「看護 婦(士)の 要 件 と国家 試験 」『保 健 の科 学』第42巻,第9号,

平 成12年,708ペ ー ジ。

図1看 護教育系統
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看護婦学校養成所

3年(定 時制4年)

看護婦学校養成所

2年(定 時制3年)

准看護婦養成所 高校衛生看護科

2年3年

(入学資格)

①3年 以上の業務経験を

有する准看護婦 ・士

②高校を卒業している准

看護婦 ・士

〔注 〕下記 の 文献 に は 「助 産婦 」 と 「保 健婦 ・士 」 につ いて も記述 されて い るが,

ここで は省 略 してい る。

〔出 典〕北 海 道看 護教 育施 設協 議会 『平 成13年 度 北海 道 内高等 看護 学校(学 院)案

内』平 成13年,3ペ ー ジ。

図2看 護教育制度

この課程には以下の2つ がある。①准看護婦免許の取得後,3年 以上の業務経

験を有した後,看 護婦養成所を卒業し,看 護婦国家試験を受験して看護婦免許

(厚生労働大臣)を 取得する。②准看護婦免許の取得後,看 護婦養成所または

看護高校専攻科または看護短期大学を卒業し,看 護婦国家試験を受験 して看護

婦免許(厚 生労働大臣)を 取得する9)。
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現在の看護婦養成教育 ・看護婦制度には問題点が2つ ある。第1に,上 記の

ように看護教育課程が多岐にわたっていることである。とくに,中 学校卒業で

も看護婦国家試験の受験資格 を取得できる看護教育課程(上 記の 「2年課程」

の①)が 現存 していることである。 したがって同 じ正看護婦で も,最 終学歴は

大学院,大 学,短 期大学,専 門学校,高 校,中 学校 とまちまちである10)。

第2に,医 療提供体制において,一 般に看護婦 は他の医療従事者 よりも低 く

み られる傾向があったことである。つまり,看 護婦は医師の従属的 ・補助的立

場 とみなされる傾向があったことである。

医療が高度化 し多様化 している今 日,質 の高い看護を提供 し,医 療に積極的

に参加できるようにするためには,現 行の看護婦養成教育と看護婦制度を改革

する必要がある。具体的には,第1に,看 護婦養成教育において,高 校卒業後

の正看護婦の最低限の教育年限を現行の3年 か ら4年 に引き上 げることであ

る。つ まり,看 護教育課程 の 「3年 課程」を 「4年課程」 にし,看 護大学 と同

等にすることによって高度な看護学を習得 し,現 在は時間数が不足 している実

習教育(臨 地実習)を 充実させることである。

第2に,現 行の准看護婦制度を廃止し,准 看護婦を正看護婦に移行する措置

を早急に講 じることである。この点については次節で詳 しく述べる。

(5)准 看護婦制度の廃止

現在,准 看護婦 ・士の教育機関には,准 看護婦養成所(2年)と 高校衛生看

9)看 護 教育 機 関 は,「 学 校教 育法 」 と 「保 健 婦助 産婦看 護 婦法(保 助 看法)」 の2つ

の法 律 に よって運 営 されて い る。 看護 教 育機 関 は,「 学校 教 育 法」 上,第 一条校

で あ る看護 大 学,看 護短 大,看 護 高校 専攻 科(厳 密 に は第 一条校 では な い),看

護専 門学 校 ・各種 学校 に分類 され る。「保 助看 法」上 は,本 文 で述べ た 「3年 課 程」

と 「2年 課 程」 に分類 され る。 「保助 看 法」 は,看 護 専 門学校 ・各種 学校 を看 護

婦養 成所 と呼称 して い る。看 護教 育機 関 と看護 教育 課程 につ い ては,佐 々木栄 子
「看 護婦(士)の 要件 と国家 試験 」 『保 健 の科 学』 第42巻 第9号

,平 成12年,707
～716ペ ー ジ を参 照。

10)図1に は示 され てい な いが,近 年 で は数 は きわめ て少 ないが 看護 大学 大学 院 を修

了 して い る看 護婦 もい る。
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護科(3年)が ある(図1を 参照)。 准看護婦養成所 または高校衛生看護科 を

卒業 し,准 看護婦都道府県知事試験 を受験 して准看護婦免許を取得する(図2

を参照)。

准看護婦養成所の入学者のほとんどは高校以上の卒業者である。 しか し,入

学資格(学 歴)は 制度上,中 学校卒業以上である(図1と 図2は それに基づい

て作成 している)た めに,准 看護婦養成所の教育内容は中学校卒業程度の学力

に合わせている。また,正 看護婦 と准看護婦 との地位や待遇の相違などによっ

て,准 看護婦養成所の志願者数は減少してきている。北海道内では,准 看護婦

養成所 と高校衛生看護科は平成元年 に34校 あったが,平 成12年4月 時点で26校

まで減少している11)。

准看護婦制度は,戦 後の看護婦不足 を補 うために昭和26年 に新設 されたもの

であり,正 看護婦の助手的存在である。准看護婦教育で行われる看護学や一般

教養の水準 は,正 看護婦教育 と比べ るとかなり低 くなっている。「保健婦助産

婦看護婦法」上は,看 護婦(正 看護婦)も 准看護婦 も行 うことのできる看護業

務の内容は同 じである(看 護婦は医師 ・歯科医師の指示 を受けて療養上の世話

または診療の補助 を行い,准 看護婦は医師 ・歯科医師または看護婦の指示を受

けて療養上の世話 または診療の補助 を行 う)。 しかし,正 看護婦 と准看養婦の

看護業務の役割分担 を明確にすべ きである。それによって,准 看護婦 による医

療過誤を少 しでも減少 させることがで きるのではないか と思われる。「准看護

婦は医療の質を低下させる要因の一つ になっている」ことを指摘する正看護婦

もお り,准 看護婦制度の廃止運動が正看護婦などによって行われている12)。

厚生省の 「准看護婦問題調査検討会」は,准 看護婦問題 についての報告書を

平成8年12月 にまとめた。報告書は,「 関係者の努力 によ り現行の准看護婦養

成課程の内容を正看護婦養 成課程の内容に達するまでに改善 し,21世 紀初頭の

11)『 北 海道 新 聞』 平 成13年10月5日 付 け朝 刊。

12)日 本看 護協 会 は,准 看 護 婦 の養成 停止 と看 護婦 養成 制度 の一 本化 を求 め る運動 を

展 開 して いる。 日本 看護 協会 「准 看護 婦 養成停 止 ・看護 婦養 成制 度 の一本 化 を求

め る運 動」 日本 看護 協会 ホ ームペ ー ジ ・プ レス資料,平 成 ユ2年4月 。
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早い段階を目途に,准 看護婦養成制度の統合 に努めることを提言」し,「今後,

国において関係者 と十分な協議 を重ねなが ら,看 護職員の養成及び准看護婦養

成所の改革等 にあたっての財政支援,医 療機関に看護職員を提供できる体制の

整備等具体的な検討を行 うべ き」であるとしている。

日本医師会は,准 看護婦養成問題に対する基本姿勢 として,准 看護婦養成 と

准看護婦制度の維持を表明 している。この点について日本医師会は,准 看護婦

制度が創設 された昭和26年 以来,准 看護婦は日本の医療 を支えてきた(大 きな

役割 を果たしてきた)こ と,ま た地域医療の分野においては現在 も准看護婦に

大 きく依存 していることを指摘 している13)。 しか し,開 業医のなかには人件

費を抑制するために准看護婦を雇用 しているところもあった。

看護婦の資質を向上 させ,医 療サービスを改善するためには,准 看護婦を正

看護婦 に移行する措置を早急に講 じ,准 看護婦制度を廃止する必要がある。具

体的には,現 在の准看護婦に対 して,① 一定時間数の指定講習の受講を義務づ

け,② 指定講習の所要単位数を取得 した場合,正 看護婦の特例国家試験の受験

資格 を与え,③ 特例国家試験に合格 した場合,正 看護婦免許を与える,と いう

救済措置を現在の准看護婦に対 して講 じることを筆者 は提案 したい。

第3章 診療情報の提供

(1)イ ンフォーム ド・コンセン ト

大病院に行った外来患者の多 くは,「長い待ち時間」 と 「医師の説明不足」

を経験 している。3時 間待 って3分 間の受診 を終え,た だちに別室で採血やX

線検査 などを受け,効 能に対する説明がない薬を処方 されることがしば しばあ

る。

患者は体調の主訴を医師に伝える時間を十分には与えられず,医 師も治療方

針を患者にきちんと説明し,同 意 を求めようとする姿勢があまりみられない。

13)日 本医 師会 「准 看護 婦養 成 問題 につ いて」 日本 医 師会 ホー ムペ ー ジ。



142 商 学 討 究 第52巻 第2・3号

筆者が行ったアンケー ト調査でも,医 療の世界は閉鎖的であると約9割 が回答

している。

欧米諸国では,数 十年前か ら患者の権利について医療側か ら明確な形で示 さ

れている。すなわち,1947年 「ニュールンベルク綱領」,ユ964年 「ヘルシンキ

宣言」(第18回 世界医師会総会),1972年 「患者の権利章典に関する宣言」(ア

メリカ病院会)は,医 師が診療にあたって患者に何をどのように説明し,ま た

検査や治療の前 にどのような説明をして,ど のように同意を得なければならな

いかなどの,い わゆる医療行為を行 うさいに患者が選択できる人権をどのよう

に尊重すべきかを定めている14)。

患者から要望があれば,医 師は診断内容や治療方針について患者にきちんと

説明 し,同 意を得ることは当然である。わが国でも,こ うした 「インフォー」ム

ド・コンセン ト」に対する患者の関心が高まり,患 者はそれを求めるようにな

っている。筆者が行ったアンケー ト調査のなかで,回 答者の9割 以上は十分な

インフォーム ド・コンセ ントが必要であると回答している。

日本看護協会は,平 成12年5月 に作成 した 『看護記録の開示に関するガイ ド

ライン』の内容について改めて同会会員の関心 を呼び起こすとともに,患 者へ

の診療情報提供に関する実態 と今後の方向を把握するために,「2000年 患者へ

の診療情報提供に関する調査」 を平成12年9月 に行 っている15)。

調査結果によると,「患者への診療記録開示について」では,診 療記録の開

示規定が 「ある」 と回答 した病院は1115病 院(36.4%)で あった。これを設置

主体別でみると,「社会保険関係団体」(73病 院,82.0%)と 「公的」(123病 院,

65.1%)が 他の設置団体に比較 して「ある」と回答 した割合が高 く,「医療法人 ・

個人」 と 「国」は 「ない」 と回答 した割合が高 くなっている(表1を 参照)。

14)日 本病 院 会「日本病 院会 が提 言す るイ ンフ ォーム ド ・コンセ ン ト」日本病 院会 ホ ー

ムペ ー ジ。

15)調 査 対象 は同 会会 員が 勤 務す る全 国の6219病 院(記 入 者 は看 護部 長),回 答病 院

数 は3066(有 効 発送 数6215に 対す る有効 回収 率 は49.3%)で ある。 調査概 要 と調

査 結果 につ い て詳 し くは次 の文献 を参照。 「患 者へ の診 療情 報提 供 に関す る調 査」

(病院対象 調査)『 日本 看護 協 会調査研 究 報告 』No.60,平 成13年3月 。
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表1診 療記録開示規定の有無 ・設置主体

143

設置主体 あ る な い 無 回答 ・不 明 合 計

国 97(40。4%) 141(58,8%) 2(0.8%) 240(100.0%)

自 治 体 262(43.8%) 330(55.2%) 6(1.0%) 598(100.0%)

公 的 123(65.1%) 65(34.4%) 1(0.5%) 189(100.0%)

社 会 保 険

関 係 団 体
73(82.0%) 16(18.0%) 0(0.0%) 89(100,0%)

医療 法 人 ・

個 人
385(25.2%) 1110(72.7%) 31(2.0%) 1526(100.0%)

学 校 法人 ・

そ の 他
169(42.4%) 224(56.1%) 6(1.5%) 399(100,0%)

合 計 1115(36.4%) 1905(62.1%) 46(1.5%) 3066(100.0%)

〔出典〕「患者への診療情報提供に関する調査」(病院対象調査)『 日本看護協会調

査研究報告』No.60(平 成13年3月),72ペ ージ。

病床規模別でみると,病 床規模が大 きくなるほど 「ある」 と回答 した割合が高

くなっている(表2を 参照)。

「インフォーム ド・コンセ ントに関する取 り組み」では,イ ンフォーム ド・

コンセン トに関する看護部門の取 り組みへの評価について 「患者の知る権利の

表2診 療記録開示規定の有無 ・病床規模

床 あ る な い 無 回答 ・不 明 合計

99以 下 137(18.7%) 576(78.8%) 18(2,5%) 731(100.0%)

100～199 279(29.8%) 642(68.5%) 16(1.7%) 937(100.0%)

200～299 179(35.8%) 317(63.4%) 4(0.8%) 500(100.0%)

300～399 191(50.9%) 180(48.0%) 4(1.1%) 375(100.0%)

400以 上 328(63.7%) 183(35.5%) 4(0.8%) 515(100.0%)

合 計 1115(36.4%) 1905(62.1%) 46(1.5%) 3066(100.0%)

〔出典 〕表1に 同 じ。
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表3イ ンフ ォーム ド ・コンセ ン トに関 す る看 護部 門 の取 り組み への 評価

(単数 回答,n=3066)

十 分
どち らと も

い えない

不 十分

・不 明 無回答 合 計

患者の知る権利の尊

重

447

(14.6%)

1630

(53.2%)

902

(29.4%)

87

(2.8%)

3066

(100.0%)

患者の情報へのアク

セス権の尊重

348

(11.4%)

1273

(41.5%)

1351

(44.1%)

94

(3.1%)

3066

(100.0%)

自己 コ ン トロー ル権

の尊重

114

(3.7%)

879

(28.7%)

1973

(64.4%)

100

(3.3%)

3066

(100.0%)

患者の自己決定権の

尊重

549

(17.9%)

1414

(46,1%)

996

(32.5%)

107

(3.5%)

3066

(100.0%)

※患者の知る権利の尊重=患 者が望む情報を充分提供 していること

※患者の情報へのアクセス権の尊重=患 者が必要な時に必要な情報を入手できる環

境を整えていること

※自己コントロール権の尊重=患 者が自分に関わる記録を把握 ・管理できるよう支

援していること

※患者の自己決定権の尊重=患 者に,治 療法等自己決定に必要な情報を十分提供し

ていること

〔出典〕表1に 同じ(23ペ ージ)。

尊重」 と 「患者の 自己決定権の尊重」は 「どちらともいえない」 とい う回答が

もっとも多 く,続 いて 「不十分」という評価がなされている(表3を 参照)。「患

者の情報へのアクセス権の尊重」と 「自己コントロール権の尊重」は 「不十分」

という回答がもっとも多 く,イ ンフォーム ド・コンセン トに関する看護部門の

取 り組みはまだ不十分 と認識されてお り,現 場においては課題 も多いとみ られ

る。

インフォーム ド・コンセン トを促進するための看護部門としての取 り組みと

今後の計画については,「看護婦の計画的な研修」は726病 院(23.7%)が 現在

「実施 している」 としてお り,「今後実施予定」 は1312病 院(42.8%)と なっ



医療 提供 体制 の現 状 と改 革(1)145

表4イ ンフ ォーム ド ・コ ンセ ン トを促 進 す るため の取 り組み と

今後の計画(看 護部門)

(単 数1亘1答,n=3066)

実施し

ている

今後実

施予定

特に実施予

定はない
無回答 合 計

看護婦の計画的な研

修

726

(23.7%)

1312

(42.8%)

901

(29.4%)

127

(4.1%)

3066

(100.0%)

看護部門ガイドライ

ンの整備

235

(7.7%)

1646

(53.7%)

1018

(33.2%)

167

(5.4%)

3066

(100.0%)

その他
45

(1.5%)

56

(1.8%)

!98

(6.5%)

2767

(90.2%)

3066

(100.0%)

〔出典〕 表1に 同 じ(24ペ ー ジ)。

て い る。「看 護 部 門 ガ イ ドラ イ ン の整 備 」は 「実 施 して い る」が235病 院(7.7%)

と少 な く,「 今 後 実 施 予 定 」が1646病 院(53.7%)と な っ て い る(表4を 参 照)。

イ ンフ ォー ム ド ・コ ンセ ン トを促 進 す るた め の病 院 全 体 と して の 取 り組 み と

今 後 の計 画 につ い て は,「 医 療 従 事 者 の 計 画 的 な研 修 」 は348病 院(11.4%)が

現 在 「実 施 し て い る」 と して お り,「 今 後 実 施 予 定」 は1243病 院(40,5%)と

な っ て い る。 「患 者 向 け ガ イ ドラ イ ンの 整 備 」 は 「実 施 し て い る」 が150病 院

(4,9%)と 少 な く,「 今 後 実 施 予 定 」 が1282病 院(41.8%)と な っ て お り,「 職

員 向 け ガ イ ドラ イ ン の整 備 」 も同 様 の 傾 向 が み られ る。 「イ ン フ ォー ム ド ・コ

ンセ ン トに 関 す る患 者 へ の情 報 発 信 」 は 「実 施 して い る」 が314病 院(10.2%)

で あ り,「 患 者 向 け ガ イ ド ラ イ ンの 整 備 」 と比 較 す る と実 施 され て い る割 合 は

高 くな っ て い る(表5を 参 照)。

日本 病 院 会 は,イ ン フ ォー ム ド ・コ ンセ ン トを 医 療 の基 本 と考 え,病 院 側 と

して 初 め て の イ ン フ ォ ー ム ド ・コ ンセ ン トにつ い て の 統 一 的 見 解 を発 表 して い

16)日 本病 院会 「日本 病 院会が 提言 す る イ ンフ ォー ム ド ・コ ンセ ン ト」日本病 院 会 ホー

ムペ ー ジ。
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表5イ ンフ ォーム ド ・コ ンセ ン トを促 進 す るため の取 り組 み と

今後 の計 画(病 院 全体)

(単数 回答,n=3066)

実施し

ている

今後実

施予定

特に実施予

定はない
無回答 合 計

医療従事者の計画的

な研修

348

(11.4%)

1243

(40.5%)

1163

(37.9%)

312

(10.2%)

3066

(100.0%)

患者向けガイドライ

ンの整備

150

(4.9%)

1282

(41.8%)

1237

(40.3%)

397

(12.9%)

3066

(100.0%)

職員向けガイドライ

ンの整備

183

(6.0%)

1431

(46.7%)

1049

(35.7%)

358

(11.7%)

3066

(100.0%)

イ ンフ オー ム ド ・コ

ンセ ン トに 関す る患

者へ の情 報発 信

314

(10.2%)

1088

(35.5%)

1185

(38.6%)

479

(15.6%)

●

3066

(100.0%)

その他
15

(0.5%)

44

(1.4%)

202

(6,6%)

2805

(91.5%)

3066

(100.0%)

〔出典 〕表1に 同 じ(24ペ ー ジ)。

る16)。 また,イ ンフォーム ド・コンセ ントを積極的に実施す る医療機関 も増

加 している。ただ,上 記の日本看護協会の調査結果によると,イ ンフォーム ド・

コンセ ントに関する取 り組みの評価 について 「どちらともいえない」 と 「不十

分」 とする回答が多いこと,ま たインフォーム ド・コンセン ト促進のための取

り組みと今後の計画について 「今後実施予定」と 「特に実施予定はない」 とす

る回答が多いことか ら,イ ンフォーム ド・コンセ ントが十分に行われるまでに

はいましばらく時間を要するか も知れない。

(2)医 療情報の開示

「カルテ(Karte)」 とは 「医師法」第24条 に定め られた医師の診療録であ り,

患者の診療情報が記載 された文書である17)。カルテは診療情報のなかで もっ
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とも重要なものである。 カルテなど患者に関する診療情報を患者 自身が知るの

は当然の権利である。

欧米諸国では,「 カルテ開示」 を含め 「診療情報の提供」が早 くか ら行われ

ている。アメリカでは,1974年 に連邦法の 「プライバシー法(PrivacyAct)」

が制定され,連 邦政府が運営する医療機関が管理する診療記録に対す る開示請

求権が認め られた。州 レベルの法律では,各 州の指針 となる統一州法において

同様の権利が定め られているほか,1970年 代以降,診 療記録の開示請求などを

認める法律が約半数の州で制定されている。 イギリスでは,診 療記録のうち電

子的記録 については1984年 に制定 された 「個人デー タ保護法(DataProtec-

tionAct)」 によ り,診 療記録全般については1990年 に制定 された 「保健記録

アクセス法(AccesstoHealthRecordsAct)」 によ り,一 部制限を加 えなが

ら開示請求権が認め られている18)。

それに対 してわが国では,患 者は治療方針や治療内容 を医師に任せ,医 師も

それらを患者にあまり明示 しようとしなかったために,「 カルテ開示」が遅れ

ていた。しか し,医 療に対する国民の意識が変化 し,患 者は 「カルテ開示」な

どの 「診療情報の提供」 を求めるようになってきた。

こうした状況を受けて,厚 生省の 「カルテ等の診療情報の活用に関する検討

会」は平成10年6月 に報告書をまとめ,カ ルテ開示など診療情報の提供の法制

17)日 本医 師会 が平 成11年4月 に制定 した 『診 療情 報 の提供 に関す る指針3の な かで

使 用す る 「診療 情 報」,「診療 録」,「診療 記録 等」,「要約 書 」,「診療 記録 等 の開示 」

をそれ ぞれ 以下 の よ うに定義 してい る。
・診療 情報=診 療 の過 程で ,患 者 の身体状 況,病 状,治 療 等 につ いて,医 師 または

そ の指揮 ・監督 下 にあ る医療 従事 者 が知 り得 た主観 的,客 観 的情 報
・診療 録=医 師法 第24条 所 定の 文書

・診療 記録 等=診 療 録 ,手 術 記 録,麻 酔 記録,各 種検 査記 録,検 査 成績 表,エ ック

ス線 写真,助 産録,看 護 記録,そ の他,診 療 の課程 で患 者 の身体状 況,病 状等 に

つ いて作 成,記 録 され た書 面,画 像等 の一 切

・要 約書=診 療 記 録等 の主 要 な内容 を簡 略 に ま とめ た もの

・診 療記 録 等 の開 示=患 者 な ど特 定 の者 に対 して,診 療 記録 等 を見せ(閲 覧),写

しを交 付 し(謄 写),閲 覧 お よび謄 写 させ,ま た は これ らに代 えて 要約 書 を交 付

す る こ と

18)『 「カ ルテ等 の診療 情 報 の活用 に 関す る検討 会」 報告 書』 平成10年6月 。
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化 を提言 した。

他方,日 本医師会 も 『診療情報の提供に関する指針』 を平成11年4月 に制定

し,『指針』 を実際 に運用するさいに必要 となる内容 として,『 「診療情報の提

供に関する指針」の実施に向けて』 を平成11年11月 にまとめ,平 成12年1月1

日から実施 した。

日本医師会は診療情報の自主的提供の方針を示 し,法 制化には一環 して反対

している。それは,「診療情報 は診療をするうえで当然提供すべきことであって,

法制化 にな じまないか らである19)。」 また,上 記の 『指針』では,「 この指針

は単なる宣誓的指針ではなく,日 本医師会あるいは都道府県医師会などの倫理

規範の一翼を構成することになる。 したがって,日 本医師会および都道府県医

師会は,診 療情報の提供に関する教育,研 修を通 じて,会 員に対 し,こ の指針

の徹底を図るとともに,指 針を守 らない場合 には,会 員の倫理規範に反するも

のとして,医 師会の行 う強力な指導,教 育,研 修 などを受けさせ る20)」 こと

にしている。

医療機関のなかには,日 本医師会が決定した診療情報の提供の開始(平 成12

年1月1日)に 先立って,平 成11年11月1日 に開始 した札幌社会保険総合病院

もある21)。 しか し,平 成12年5月 に日本医師会が7700人 の会員医師を対象 に

アンケー トを行った ところ,回 答 した2364人 のうち,カ ルテ開示をしている会

員は855人(36.2%)で あった22)。アンケー トの対象者数 と回答者数か ら,回

答 しなかった会員医師は5336人(未 回答率は69.3%)に なるが,そ の多 くもカ

ルテ開示をしていないのではないかと思われる。 もしそうであるならば,診 療

情報の提供に対する日本医師会の積極的な取 り組みにもかかわらず,対 象者数

の多 くはカルテを開示 していないことになる。

19)「 厚 生 省 『カ ルテ等 の診療 情 報 の活用 に 関す る検討 会』報告書 ・宮坂常 任 理事 『法

制 化 の必 要 な し』」 『日医ニ ュー ス』 平成10年7月5日 付 け,1ペ ー ジ。

20)日 本 医師 会 『診 療情 報 の提 供 に関す る指 針』 平成11年4月,13～14ペ ー ジ。

21)札 幌社 会保 険総 合病 院 「診療 情報 の提供 一経過 と実施 状 況」 『日医 ニ ュース』 平

成12年6月20日 付 け,8ペ ー ジ。

22)『 北 海 道新 聞』 平成12年8月10日 付 け朝刊 。
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カルテ開示をは じめ診療情報の提供が積極的に行われていない理由として,

①医師 ・医療機関がもっとも懸念 している医療過誤訴訟が増加すること,② カ

ルテの記載内容から自分の医学的力量が明 らかになること,③ カルテの一部を

医師個人の日記帳代わ りのように用いる医師 もいること,な どがあるように思

われる23)。

日本看護協会は,患 者側からみた病院の情報提供 に関する意識や要望の把握

を目的 として,「2000年 患者への情報提供に関する調査」を平成12年11月 に行

っている24)。調査 のなかで,「 自分の病状や治療の過程を知るために,カ ルテ

・等の診療記録をみたいと思 うか」 という質問に対 して,年 齢が若いほど 「自分

に関する記録は全て見たいと思う」 と 「自分が見たいと思 うものだけ見 られれ

ばよい と思う」 と回答 した割合が高 く,診 療記録等の閲覧の希望は年齢が若い

層 に多 くなっている(図3を 参照)。 このことから,診 療記録等の閲覧を希望

する患者の割合は将来,増 加 していくことが予想 される。

繰 り返すが,カ ルテなどの診療情報は患者個人に関するものである。したが

って,患 者 または家族がカルテなどの開示を請求した場合には,医 師は速やか

に開示する必要がある。また,患 者が転院する場合には,転 院先の医師は患者

の同意を得て前の病院の医師に診療情報の提供 を求め,そ の求めを受けた医師

も積極的に応 じる必要がある25)。それによって,同 じ検査を重複 して行 う必

23)③ は筆 者 が複 数 の看 護婦 か ら得 た 証言 で あ る。 また,③ に関連 して,「 ささ えあ

い医 療 人権 セ ン ターCOMLス タッフ」 の 山 ロ育 子 氏 は次 の よう に述 べ られて い

る。 『弁 書士 か らの依 頼 で カル テ を 「解 読」 す るこ とが あ るが,ま ともに読 め る

こ とは少 な い。 あ る大学 病 院 で使 っ てい た 「UB」 は 「う る さい ば あ さん」 の こ

とだっ た。 カ ルテが単 に医師 の防備 録 に なって い る。』 『北海 道新 聞』 平成11年12

月22日 付 け朝刊 。

24)同 会 会員 が勤 務す る全 国 の6219病 院の うち,協 力が 得 られ た41病 院の 退院患 者 を

対 象 と して い る。 調査 票 の配布 数 は4993通,回 収 数 は2341通(有 効 配布 数4993に

対す る有 効 回収率46.9%)で あ る。 調査 概 要 と調査 結果 につ いて 詳 しくは次 の 文

献 を参 照 。 「患 者 へ の情 報 提 供 に関 す る調 査 」 『日本 看 護 協 会調 査研 究 報 告』

No.60,平 成13年3月 。

25)日 本 医 師会 の 『診 療情 報 の提供 に関す る指針 』 も,医 師相互 問 の(医 師の 求め に

よる)診 療情 報 の提供 につ い て定 めて い る。
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査研 究報 告』No.60(平 成13年3月),44ペ ー ジ

『日本看護協会調

図3診 療記録等の閲覧希望 ・年齢別

要 はなくな り,自 己負担の軽減 ・医療費の削減にもつながるのである。

さらに,カ ルテなどの診療情報の提供だけでなく,医 療機関や医療従事者に

関する医療情報の提供 も国民は求めるようになっている。こうした状況 を受け

て,医 療法等の一部が平成12年11月 に改正 され,医 療情報の提供 を推進 し,患

者の選択を通 じた医療の質の向上を図るために,医 療の広告規制が緩和 された

(平成13年3月1日 施行)。

改正医療法と厚生労働省告示によって,医 業等に関して広告できる事項 とし

て,①診療録その他診療に関する諸記録 に係る情報を提供することができる旨,

②財団法人 日本医療機能評価機構が行う医療評価機能の結果,③ 医師または歯

科医師の略歴,年 齢及び性別,な どが新たに追加されている。



医療提供体制の現状と改革(1) ヱ5ヱ

① は,カ ルテ等の診療情報の提供について,関 係者の自主的な取 り組みが進

められていることから,新 たに広告できることになった。②は,財 団法人 日本

医療機能評価機構が行 う審査を受けた結果,認 定を受けた旨を広告できる26)。

③は,常 時診療 に従事する医師または歯科医師のみ広告でき,当 該医師または

歯科医師 としての経歴を簡潔 に示す事項を総合的に記載 したものを広告で き

る。経歴を簡潔に示す事項は,生 年月日,出 身校,学 位,医 籍登録年月 日,勤

務 した医療機関(診 療科,期 間を含む)な どであ り,社 会的な評価 を受けてい

る客観的な事実であってその正否について容易に確認できるものである27)。

医療機関の競争 によって医療の質を高めてい くためには,医 師の出身校や医

師 としての経験年数,行 った手術の件数,医 療機関に勤務 している医療従事者

(准 ・正看護婦,検 査技師,薬 剤師など)の 人数などの医療情報を患者にでき

るか ぎり提供 し,患 者はこうした医療情報に基づいて質の高い医師 ・医療機関

を選択できるようにしなければならない。

26)日 本 医療 機能 評価 機構 は,医 療 に対 す る国民 の信 頼 を確 立 し,医 療 の質 の 向上 を

い っそ う図 るた めに,医 療機 関の機 能 を学術 的観 点 か ら中立 的立場 で評 価 し,そ

の結果 明 らか となった 問題 点の 改善 を支援 す る 第三者 機 関 と して平 成7年 に設立

され て いる。同機構iから認 定 を取 得 してい る病 院は,平 成13年9月17日 現 在 で531

病 院 であ る。

27)厚 生 労働 省 「医療 法,医 師 法,歯 科 医 師法改 正 の ポ イン ト」厚生 労働 省 ホー ムペ ー

ジ,平 成13年3月,同 「医療 広 告規制 緩和 のポ イ ン ト」厚 生労 働 省ホ ーム ペー ジ,

平 成13年4月 。


